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平成２７年度第２回千葉市自転車等駐車対策協議会 

 

日 時：平成 27年 12月 2日（水） 

              午後２時より 

 

場 所：千葉テックビル３Ｆ 

（一財）道路管理センター千葉支部会議室 

 

 

次       第 

 

１ 開  会 

  ２ 議  題 

第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案） 

 

（１）基本方針に基づく代表的な取組みについて 

 

（２）駅別駐輪場整備計画について 

 

 

３ 閉  会 
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午後２時００分 開会 

 

 

 

ただ今から「平成 27 年度第 2 回千葉市自転車等駐車対策協議会」を開会させ 

ていただきます。 

本日は、委員の皆様にはご多忙のところ、ご出席いただきまして誠にありがと 

うございます。 

まず、本日の会議は公開といたします。 

傍聴される方は、お配りした傍聴要領をお守りいただき、会議の進行にご協力 

をお願いいたします。 

 会議に入ります前に、千葉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第 18 

条第 6 号により、委員の過半数が出席しておりますので、本協議会は成立してお 

りますことを報告いたします。 

本日ご出席いただきました委員のご紹介につきましては、お配りした出席者名 

簿と席次表をもって代えさせていただきます。 

 

清水委員につきましては、千葉市自転車等の放置防止に関する条例第 19 条第 

3 項の規定に基づきまして、市長より本協議会委員を委嘱させていただきます。 

 清水委員は平成 27 年 11 月 25 日で 2 年間の任期の期限を迎えましたが、第２ 

次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）の審議が途中であることか 

ら、引続き委員を委嘱させていただきましたことをご報告いたします。 

 なお、今回の任期は、皆さまの任期の期限とあわせまして、平成 28 年 6 月 6 

日までの約半年間とさせていただいております。 

委嘱状につきましては、本来は手渡しで交付させていただくところですが、会 

議時間の関係上、大変失礼とは存じますが、お手元のクリアファイルにてあらか 

じめ机上に置かせていただいておりますので、ご査収いただきますようお願い申 

し上げます。 

続きまして、事務局職員を紹介いたします。 

 

（事務局職員紹介） 

 

なお、土木部長の佐藤ですが、本日議会中のため、欠席させていただいており 

ます。 

会議に先立ちまして課長の小川よりご挨拶させていただきます。 

 



 4 

小川課長 

 

保科主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保科主査 

 

 

 

榛澤会長 

 

（課長挨拶） 

 

それでは、会議をはじめさせていただきます。 

議事に入ります前に、お手元の資料のご確認をお願いいたします。 

会議次第、出席者名簿、席次表、議題（１）は資料１、議題（２）は資料２、 

参考資料として、黄色い表紙の冊子・千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計 

画、千葉市自転車等の放置防止に関する条例及び同施行規則をお配りさせていた 

だいております。よろしいでしょうか。 

議事に移らせていただきますが、施行規則第 5 項により、議長は会長が務める 

こととなっております。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 

改めまして、皆さん、こんにちは。榛澤でございます。規定により議長を努め 

させていただきます。この協議会を、鴻崎副会長さんをはじめ委員の皆様のご協 

力をいただき、議事を進めて参りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、会議次第に従いまして進行させていただきます。 

議事に入ります前に、議事録署名人を指名させていただきます。 

千葉市町内自治会連絡協議会の小西委員と、千葉市ＰＴＡ連絡協議会の植田委 

員にお願いいたします。 

 

 それでは、議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）の 

（１）基本方針に基づく代表的な取組みについて」に移ります。 

まず、千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画の本の１４ページを開いて 

いただきますと施策体系が載っていますが、この基本方針を６つにすることを前 

回第１回の会議で皆さまにご承認いただきました。それは、資料（１）－１に 

なってございます。これについてご審議いただくわけですが、各基本方針に基づ 

く代表的な取組みがありますので、その基本方針ごとに区切って進めてまいりた 

いと思います。 

 では、事務局より説明をお願いします。 

 

議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）の（１）基本 

方針に基づく代表的な取組みについて」の代表的な取組み（１）～（３）につい 

て、資料により説明。 

 

ありがとうございました。 

資料（１）－１の基本方針１、２の代表的な取組みについての説明でした。基 
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保科主査 

 

 

 

角田主査 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

保科主査 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

 

本方針１の施策③、④、⑤が、今回追加になった部分です。これらが代表的な取 

組みとして（１）、（２）となります。 

実は、「千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）」は千葉市のマスタ 

ープランの中に位置づけております。今後、平成３２年度をピークに千葉市の人 

口が減ってまいりますので、それに対応した方針になっております。 

今のご説明に対して、何かご質問などございますか。ご発言の際は、挙手をお 

願いします。 

 

質問は特にないようですので、これでよろしいですね。 

 

では、次の基本方針３、４の（４）～（７）につきまして、説明をお願いいた 

します。 

 

議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）の（１）基本 

方針に基づく代表的な取組みについて」の代表的な取組み（４）～（７）につい 

て、資料により説明。 

 

 代表的な取組み（７）について、平成２８年度の駐輪場事前受付の状況につい 

て、説明。 

 

ありがとうございました。 

基本方針３、４につきまして、アンダーラインの所は表現修正ということで理 

解すればよろしいですね。 

 

そうです。前回ご審議していただいた内容について記載しております。現行の 

計画から変更した点を網掛け部分は追加した内容、アンダーライン部分は表現修 

正したものになります。また、削除したものについては、外出しして四角の囲み 

で書いてあります。 

 

ありがとうございました。 

（４）鉄軌道事業者等による駐輪場整備促進と協力体制の強化の所で、今年度は 

鎌取駅、都賀駅について用地提供をしていただき、駐輪場を整備することになっ 

ております。 

（５）駐輪場設備の質及び利便性向上の所で、駐輪場の写真がありましたが、こ 

の駐輪場はちょうどモノレールの下にあり、都賀駅東側になります。 

（６）駐輪場利用料金及び移動・保管手数料の改定に関する検討の所では、消費 
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保科主査 

 

 

 

榛澤会長 

 

小川課長 

 

 

 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税増税により、料金等が変わります。しかし、料金改定により質の向上を図るこ 

とで、利用者に使いやすくなるという説明でございました。 

何かご質問ございますか。ご発言の際は、挙手をお願いします。 

 

質問は特にないようですので、これでよろしいですね。 

 

では、次の基本方針５、６の（８）、（９）につきまして、説明をお願いいたし 

ます。 

 

議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）の（１）基本 

方針に基づく代表的な取組みについて」の代表的な取組み（８）、（９）につい 

て、資料により説明。 

 

ありがとうございました。 

 

 一点よろしいでしょうか。補足いたします。 

（８）放置自転車等の保管・返還業務の効率化・迅速化等による撤去体制の強化 

の中で、期待される効果として、放置自転車の撤去回数を増加させることが可能 

とあげておりますが、私どもは自転車を撤去することが仕事ではなく、放置自転 

車を減少させることが仕事でございます。この撤去回数が増えることにより、結 

果的に効果として放置が減るということを求めていくということでございます。 

ですので、ここの部分について、表現を変更させていただきます。 

 

わかりました。 

それから、保科さんの方からご説明がありましたように、この（９）放置自転 

車対策における関連事業者等との連携強化及び啓発活動等の実施の期待される効 

果の所で、２つ目の項目にアンダーラインを引いておいてください。 

また、警察の方のご協力により、自転車のマナーにつきましては、いろいろ啓 

蒙を行っており、また、高齢者に対する啓蒙も行っているということを付け加え 

させていただきます。 

基本方針５、６について、何かご質問などございますか。ご発言の際は、挙手 

をお願いします。 

方向性としてはこれでよろしいですね。 

 

議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）の（１）基本 

方針に基づく代表的な取組みについて」、全体で何かご質問などはございますか。 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

清水 

主任技師 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

榛澤会長 

 

 

 

 

 

ご発言の際は、挙手をお願いします。 

 

質問は特にないようですので、議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関す 

る総合計画（案）の（１）基本方針に基づく代表的な取組みについて」、当協議 

会として了承することでよろしいですか。 

 

［異議なしの声］ 

 

ありがとうございました。 

 

次に、議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）の 

（２）駅別駐輪場整備計画について」に移ります。 

 それでは、内容について、事務局より説明をお願いします。 

 

議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画（案）の（２）駅別 

駐輪場整備計画について」、資料により説明。 

 

ありがとうございました。 

今のご説明は、再開発事業によって、駐輪場の廃止や再整備を行うということ 

でした。今日は代表事例を３駅説明していただいたわけですが、その他の駅につ 

いても同様に推計台数に応じて作成されるとのことですので、このような考え方 

で進めてよろしいかということになります。 

何かご質問などございますか。ご発言の際は、挙手をお願いします。 

 

質問は特にないようですので、議題「第２次千葉市自転車等の駐車対策に関す 

る総合計画（案）の（２）駅別駐輪場整備計画について」は、当協議会として了 

承することでよろしいですか。 

 

［異議なしの声］ 

 

ありがとうございました。 

なお、冒頭で１月のパブリックコメント手続きがあるとのことですから、今 

後、修正が出てくることもあります。もし、後日、気が付いた点などありました 

ら、事務局に連絡願います。 

 

以上で本日の議題を終了いたします。 
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保科主査 

 

 

市には、放置自転車対策と自転車駐車場の利用者に対するサービスに関して、 

総合計画への十分な考慮をお願いします。 

 今後も厳しい財政事情とは思いますが、自転車等の利用者が利用しやすく、か 

つ、放置自転車のない安心安全なまちづくりに努めてください。 

 

 以上を持ちまして、本日の議題は全て終了いたしました。 

 事務局には、本日の成果を今後の事業に反映し、条例の目的である「市民の生 

活環境の保全と都市機能の維持」を図ることを達成していただきたいと願ってお 

ります。 

 本日、ご出席いただきました委員の皆様には長時間にわたり、誠にありがとう 

ございました。 

皆様方のご協力に感謝申しあげます。 

これで議題を全て終了いたしましたので、事務局のほうに進行をお返しします。 

 

ありがとうございました。冒頭、課長から申しましたとおり、今回ご審議いた 

だいた内容にて、来年１月からパブリックコメントを実施する予定です。このパ 

ブリックコメントにて寄せられた意見を踏まえ、第２次総合計画として、来年３ 

月上旬にこの協議会にて、報告後、公表する予定ですので、お忙しい中、まこと 

に恐縮ですが、ご出席くださるようお願い申し上げます。 

これを持ちまして、平成 27 年度第 2 回千葉市自転車等駐車対策協議会を閉会 

させていただきます。 

 本日は、長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

 

 

 

午後３時０５分 閉会 
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 上記、会議録は、事実と相違ないことを確認し、ここに署名押印する。 

 

議事録署名人 

 

会長                  印 

 

委員                  印 

 

委員                  印 

 


